
平成18年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）の２ 

平成18年12月12日（火） 

                                           

（午前９時31分 開議） 

○議長（上田順康君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員数は30人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（上田順康君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（上田順康君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において11番 辻本君、13

番 松浦君、25番 岡勲君の３人を指名いた

します。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（上田順康君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番９、14番 中西峰雄君。 

〔14番（中西峰雄君）登壇〕 

○14番（中西峰雄君）おはようございます。

私の質問を始めさせていただく前に、一言申

し上げたいことがございますので、ご了承い

ただきたいと思います。私の２期８年に及び

ます議員生活も残すところ３カ月ばかりとな

りました。振り返りますに、この間に私の提

言の幾つかが、理事者各位並びに議員諸兄の

ご理解とご賛同を得まして、本市の幾ばくか

のお役に立てましたことは、誠にうれしく、

また深く感謝するところであります。しかし

ながら、提言の多く、特に考えに考え、そし

て悩みに悩みました二、三の大きな問題につ

きましては、理事者各位並びに議員諸兄のご

理解とご賛同を得るところとならず、今日の

事態に立ち至っておりますことは、多くの市

民の期待を受けました者として誠に申しわけ

なく、この場をおかりいたしまして深く陳謝

するところであります。誠に申しわけござい

ませんでした。 

 それでは、今回の私の質問が幾ばくかでも

本市並びに市民のお役に立ちますことを願い

まして質問に移らせていただきます。 

 一つ目の質問は、市街地整備事業について

であります。ご存じのとおり、本事業は中心

市街地、川原町地区を中心とした橋本発祥の

地の区画整理事業でございます。このことに

つきましても、今日の事態に立ち至っており

ますことは、私として本当に残念至極でござ

います。 

 本事業は、まちづくりなのか、まち壊しな

のか、誠に判断に苦しむところではございま

すが、ここまで立ち至った以上、一定の範囲

まではできるだけ速やかに完結させることが、

当該地区及び地区住民に対する市の責任であ

ろうかと考えます。また、たとえ１年でも前

倒しできれば、年間１億円という事務経費の

削減にもつながってまいります。 

 当該事業につきまして思いは深いものがご

ざいます。私の祖父、父、そして私自身、３

代にわたって慣れ親しんだまちが現状の姿を

さらしていることは本当に残念なことでござ

います。この事業がかかる事態になったこと

につきましては、いつかある時点で検証と総

括をされるべきものかと存じますけども、私

が皆さんにお伝えしたいところをちょっとだ

けお伝えしたいと思います。 

 今、滋賀県の栗東市の新幹線の駅の問題で、

滋賀県知事がかわりました。県知事がかわる
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ほどの大問題が栗東駅なわけですけども、こ

の駅の総事業費が約330億円でございます。当

初、駅前の市街地再開発並びに区画整理事業

を全部合わせますと200億円の事業、そして病

院事業、これが150億円の事業でございま

す。350億円。この事業を同時期に進めたとい

うことは、メール配信しております市民への

レポートの中で私が言っておりますのは、健

全な常識の欠如と言わざるを得ないというふ

うに思います。 

 また、普通、個人でも家を買うときに頭金

なしで家を買う方は少なかろうと存じます。

現実に河内長野の三日市の再開発、これが比

較的順調に進んでいると聞いております。河

内長野の再開発を始めるにつきまして、河内

長野市は約60億円の基金を積んで始めており

ます。ところが、この事業は頭金なしで始め

たものであります。 

 こういう事業でありますけども、ここまで

進んできた以上は、いずれにしましても、あ

る一定の範囲までできるだけ速やかに整備を

終えるということが市の責務であり、それし

かあり得ないと思いますので、当該事業の進

捗状況と今後の工程、事業資金の確保、事業

の円滑な実施の体制についてお尋ねいたしま

す。 

 次に２番目の質問に移らせていただきます。

この質問は、職員に対する働きかけ、いわゆ

る口利きと言いますと悪く聞こえますけども、

働きかけの文書化と公開についてということ

でございます。旧橋本市の議員はご存じかと

思いますが、これはもう３回目になります。

前市長に２回質問させていただきました。前

市長のご理解の得るところとならず今に至っ

ております。３年前のことでございます。 

 さて、行政は住民や団体から各種さまざま

な要望や要求を受けます。その中には正当な

ものもあれば不当なものもございます。従来

は不当な圧力、不当な要求に対して、職員倫

理条例であるとか、それから議員倫理条例、

こういうもので対処するのが普通でございま

した。しかし、三、四年前の段階では、要望

や要求というものが、それを受けた段階で正

当なものなのか不当な圧力なのかということ

の判断が大変難しいという認識が生まれてま

いりました。また行政には、声の大きい住民

や団体からの働きかけには弱く、一般住民の

声を軽視しがちであるという傾向もございま

す。そこで、そういったすべての要求、要望、

職員に対する働きかけ、聞こえは悪いのです

が、いわゆる口利き行為を文書化し公開する

ことによって、行政の公正・公平・透明・信

頼性を確保しようとする考え方が出てきてお

ります。既に多くの自治体で制度化されてお

りまして、高知県、鳥取県、それから広島市、

佐倉市、我孫子市、北本市、中津市、相生市、

長崎市、熊本市など、多くで制度化となって

おります。 

 一例を申し上げます。熊本市の例でござい

ますけども、熊本市では、これが制度化され

るまで、職員の採用、昇任、または人事異動

に関しまして、人員を中心とした口利きが年

間約300件ございました。それが、この制度が

導入されることによりまして、市議11人から

働きかけがありまして、働きかけ対象の職員

数は21人。激減いたしております。しかも、

おもしろいことに、これが公開されましたと

きに、働きかけをした議員のほうから軽率で

あったというコメントが出ているとのことで

ございます。 

 一つには、今、各首長の不祥事が多発して

ございます。不祥事をどうやって防ぐかとい

うことにつきまして、いろいろ識者からコメ

ントが出ているところでございますけども、

入札制度の改革ということも一つ。もう一つ

は、徹底した情報公開しかないということで
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あります。いい働きかけも悪い働きかけも、

公開することによって公正性・公平性を確保

できるんだということでございます。残念な

がら前市長には全くご理解のいただけるとこ

ろとならず今日に至っておりますけども、木

下市長にはその本意をご理解いただいて前向

きなご回答をいただけますことを期待申し上

げて、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君の一

般質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）おはようございます。

中西議員のご質問にお答えをいたします。 

 中心市街地第一地区の区画整理事業の進捗

と今後の工程でございますが、平成16年９月

に本事業の見直し計画案として、先行区域と

休止区域とに分けた整備区域を発表している

ところであります。先行区域にありますが、

平成13年度から実施している第１施工ゾーン

及び第２施工ゾーンの工事進捗に関して、第

１施工ゾーンは平成18年11月末に完了してお

ります。また、国道24号を挟む第２施工ゾー

ンは現在施工中であり、平成19年度末に完成

する予定でございます。 

 次に、見直し計画として第１、第２施工ゾ

ーンを除いた先行区域の見直し作業を、平

成16年９月発表後、これまで行ってきたとこ

ろでございます。その間、平成18年４月には

国の直轄施工による紀の川護岸整備が採択さ

れたことにより、市負担の軽減が図られ、国

道24号南側において、紀の川護岸整備と国

道24号整備が、紀の川沿い土地区画整理事業

との一体施工が可能となってまいりました。

このことは本当に私といたしましてもうれし

く存じております。 

 さて、見直し計画の先行区域に紀の川沿い

区域を含めた事業の進め方について、さきの

平成18年６月、橋本市議会経済建設常任委員

会において報告をさせていただいたところで

ございます。その後、紀の川沿い区域を含め

ての先行区域の見直し計画がまとまり、今後、

議会及び関係権利者への説明を行っていく予

定でございます。先刻も９月に国土交通省近

畿整備局の河川部長に来ていただきまして、

そして現地で護岸の現況と速やかな国の予算

づけについてお願いをいたしたところでござ

います。今後は見直し計画の新しいゾーン割

り、施工順により平成19年度からスタートす

る予定で、先行区域の整備完成目標年次を平

成24年度としています。このことはご承知の

とおり、国道の狭隘を16メートルの拡幅でも

って市街地を抜けていくという計画でござい

ます。 

 次に、事業資金の確保についてのおただし

でございますが、今回の計画見直し作業にお

いて、先行区域の換地設計をもとに、移転計

画、造成計画等の検討を綿密に行い、市内部

におきまして他事業との整合をも図り、無理

のない資金計画であることの確認を行ってい

るところでございます。 

 次に、事業の円滑な実施の体制についてで

ございますが、平成16年の事業見直し計画案

発表時に、今後、事業を円滑に進めるために

は関係権利者全員の同意を得ることが非常に

大事でございますので、そうした同意を前提

条件として先行区域の計画見直し作業をこれ

まで行ってまいりました。しかし、換地に関

する関係者間の利害関係の調整同意を得るま

で不測の日数を要してきたのが現状でありま

す。今回、見直し計画による新ゾーンの施工

を平成19年度よりスタートさせ、完成目標年

次を平成24年度としておりますが、今後、予

定ゾーンに完成するためには、円滑な事業実

施を図る必要がございます。 
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 また、国道24号の御殿橋のかけかえ問題で

ございますが、いよいよ19年度、20年度の２

カ年において完全に施工していくということ

を聞いておるところでございます。その他の

事業執行体制については、合理的かつ効率的

な組織体制の確保を図るため、現在検討を重

ねているところでございます。ご理解のほど

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（上田順康君）助役。 

〔助役（清原雅代君）登壇〕 

○助役（清原雅代君）次に、職員への働きか

け、いわゆる口利きの文書化と公開について

のご質問ですが、行政運営の中では、職員に

対していろいろな立場の人々や団体から要望、

提言、働きかけや不当な要求が行われる場合

がございますが、こうした中で、不当な要求

につきましては、これを防止するための要綱

を制定し、職員を講習会にも参加させており

ます。 

 口利きの文書化と公開は、議員から再三ご

提言をいただいておりまして、本市の情報公

開制度の趣旨からも、市政に関する情報の自

主的、能動的な市民への公開は、個人情報以

外のものにつきましては原則行っていくべき

だと考えておりますので、十分に検討してま

いります。 

 また、市長をはじめとする特別職に対する

口利きの文書化と公開につきましては、各団

体からの陳情や参加させていただく市内自治

会の集会等の中で、あるいは市長への手紙等、

さまざまな機会を通じて市民の皆さんの貴重

なご意見やご提言をいただいております。ま

た同時に、市としての考え方を市民の皆さん

に聞いていただくとともに、可能な限り市民

の声を反映させつつ市政の方向を導き出して

いくことが特別職に与えられた職責であると

考えております。このことから、特別職に対

する口利きの文書化や公開そのものがなじま

ないものと考えますので、現時点では特別職

に対する口利きの文書化は必要のないことと

考えているところでございます。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君、再

質問ありますか。 

 14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）それでは、最初の市街

地の件から再質問をさせていただきます。る

るご説明いただきまして、本当に現場のほう

では大変な苦労をされているということを私

も重々承知しているところでございます。特

に資金の財政上の問題については、万全怠り

のないように確保、けちることのないように

お願いしたいというのが１点と、もう一点は、

もう少し詳しくご説明いただきたいのは施工

体制の問題でございます。現実に19年度から

御殿地区と川原町地区が工程的にダブってく

るわけですよね。あるいは川原町地区と紀の

川沿い地区もまたダブってまいります。そう

しますと今の市街地の体制、特に調査、それ

から補償関係、これは１班しかございません

ので、今の体制では到底計画の実施というの

は難しいというか、実施することはできない

と思います。しかも、この市街地の事業は、

ただぽっと行ってできる仕事ではございませ

ん。個々の１軒１軒のご家庭の事情の裏の裏

まで熟知した上での補償交渉というものが必

要になってまいりますので、今の所長も来年

に退職されますし、そういう中で本当に手慣

れたといいますか、この業務に精通した人材

を配置できるのか、あるいは配置できないと

すれば、外部のコンサルタントを使うとか、

いろいろなことが考えられるわけですけども、

この点について、いまだきちっとした方針が

出ておりませんので、いつまでにどのような

計画をお立てになるつもりなのかということ

について説明をお願いしたいと思います。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君の再
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質問に対する答弁を求めます。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）第１回の答弁で、

施工体制について具体的な話を回答しません

でしたわけでございますけれども、紀の川護

岸の工事を実施するということを決めるにあ

たりまして、10月10日でございますけども、

政策調整会議にかけてございます。それで、

基本的な事業についてはこれで実施していく

という方向を、委員会でも説明させていただ

いたような形で進めてございます。 

 体制についてでございますけども、議員が

言われるようにゾーンが２カ所ダブっていく

ような形で平成24年度まで進んでいくという

ような状況でございます。事業の主なものと

いいますのは、議員が言われますように補償

交渉、かなりの部分が補償の部分に割かれて

ございます。そういうことで、補償というの

は特殊なことでございますので、補償担当を

つけていかなければいけないということがご

ざいますけれども、具体的にはどういうふう

なということは、まだかなり議論する部分が

あるわけでございますけれども、一つ見直し

計画について一定のめどがついてきたという

こともございます。そういうことで、見直し

計画の担当部署の部分の機構も含めまして、

機構組織の改革も含めまして考えていきたい

というように考えてございます。それと組織

再編、そういうことで考えていきたいと。 

 それから、19年度以降の市全体の体制を見

直していく中で、補償担当というのはどうい

うふうに生み出していけるかということを考

えていきたいということでございますので、

まだ具体的にどれだけの人を配置して、どう

いう人を配置していくというようなところま

でいってませんけれども、これはこれから作

業をしていくというような形で、認識として

はそういう形で考えてございます。それと、

考え方の第１点につきましては、まず内部で

何とかできないかということをしていって、

どうしてもできないということでしたら外部

委託を検討していくというような考え方でご

ざいます。この事業につきましては、今まで

も言っていましたけども、大きく動くという

ような考え方でございますので、執行体制に

ついてはきちっとしていかないかんという考

えでございます。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）議会の皆さんにも大変

心配をかけておるわけでありますが、大きな

ボリュームである市街地の区画整理事業の問

題で、私も当時市会議員の時期でございまし

たが、北村前市長に、初めがあれば終わりが

あるよと、牛のよだれのごとくいかなしょう

がないんやないかなという議論を大分しまし

た。橋本市の長期総合計画の基本からしまし

て、北部のすばらしい団地がだいたいできて

きたわけであります。旧市街地をこのままほ

っておくわけにはいかないぞと、調和がとれ

たまちづくりというもの、これが基本ですよ

ということを私もなんべんも申し上げたわけ

であります。まだ数百個、16.3ヘクタール、

これからまだまだ多くが残っておるわけであ

りますが、順次先行区域、休止区域という中

で、一番大事なのは中西議員が言われる市の

全体的な財政の健全化という中でどう位置づ

けしていくかというのが実に大事なことであ

ります。 

 しかし、これから16.3ヘクタールすべて完

成するのは向こう30年以上はかかるのではな

いかなと、長くかかってでもやがては終結す

るということが基本であらなければならない、

私はそう思っております。特に橋本高野橋の

あの一つの橋をかけるのに25年数カ月の闘い

でかかったわけでございます。そういうこと
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で先のことは不透明な部分があろうと思いま

すけれども、少なくとも私の任期中は、どこ

かで工事の土音をしておるという考え方、そ

れを強く持っておりますので、議会の皆さん

にもお力添えをいただきますようお願い申し

上げたいと思います。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）説明いただきましたけ

れども、とにかく施工の体制には万全を期し

ていただきますことを重ねてお願いさせてい

ただきます。 

 それと本事業につきましてですが、前市長

の言われた牛のよだれのごとくというのは通

用しないと私は思います。事業は長くかかれ

ばかかるほどコストもかかります。そしてま

ちも疲弊します。これは回復手術をして手術

が早く終われば終わるほど早く元気になるし、

長引けば長引くほど患者の体力が損耗される

というのと同じことであります。今、市街地

の現状は、回復手術をして手をこまねいてど

うしようかなと、そういう状態でありますの

で、こういう状態を認識されて一刻も早く手

術をいったん終えられることを強くお考えい

ただきたいなと、これも要望をさせていただ

きます。 

 それでは、２番目の問題に移らせていただ

きますけども、働きかけの文書化、先ほど助

役から答弁をいただいたんですけども、よう

わかりません。ごまかしておられるんだなと

いうのはようわかりますけども、わかりませ

ん。 

 要するに今、政治に対する不信、あるいは

行政に対する不信がものすごい強いわけです

よね。なぜこういうことになってくるかとい

いますと、従来の政治のあり方、あるいは行

政のあり方というものが、基本的に言います

と陳情政治、これ中心に動いているからであ

ります。行政というのは当然のことながら、

住民の各種要望・希望・ニーズにこたえてい

くものでございますから、陳情政治そのもの

がいけないというわけではなかろうと私も思

います。それはむしろ大事なことだと思うん

です。ところが、陳情政治が公開されないま

まに市民の目の見えないところで物事が決ま

って動いていくというところに、行政の非効

率なりあるいは不祥事なりが生じてくるとい

うふうに私は考えてございます。 

 一部の自治体では、例えば議員の倫理条例

の中で、幾つかあるんですけども、これは長

崎市ですけども、議員の政治倫理条例の中で

こういうことを決めております。職員の採用、

昇進、または人事異動に関し、推薦または紹

介をしないことと。こういうことを私は決め

るべきじゃなかろうと思うんですね。私はど

んどんしたらいいと思うんです。つまり、市

にとりまして本当に自分が推挙する人物が有

能で有益な人物であると考えておるのであれ

ば、紹介行為というのを禁ずるべきではなく、

むしろ奨励すべきことであろうというふうに

思います。だから、私はこういう長崎市のよ

うな条例は好ましくないというふうに思うわ

けですけども、紹介することによって、それ

が公開されますよと、それでも紹介するとい

うことが必要なんだろうなと私は思うわけで

すね。あるいはいろんなニーズを行政に伝え

ていく、これも議員の務めでございますので、

悪いことでは全くなく、むしろ住民の声をよ

く拾って行政につないでいくというのも議員

の大きな仕事の一つと思ってございます。問

題はそれが公開されても公開に耐えるかどう

かということであろうと思うんですね。 

 特別職も職員も、あるいは議員も公人でご

ざいますので、働きかけをするときは私人と

してではございません。公人の行為というの

は原則公開なんです。そういう基本的な考え

方、立場に、理事者各位、そして議員皆さん
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のご理解をぜひいただきたいなというふうに

思ってございます。要するに、そういう基本

的なスタンスをどう考えておるのかと。特に

公人につきまして、公開が原則であると。公

開するのに文書化をして、そしてやっていく

ということがなぜ明確な答弁になってこない

のかということを再度お尋ねいたしたいと思

います。 

 もう一点は、特別職に対する働きかけでご

ざいますけども、本当に市長もよくまちに出

かけられまして、各種団体等の会合に顔を出

されて、いろんな陳情を受けられておると思

います。陳情を受けるのも大変大事なことな

んですけども、それが実際に行政の作用とし

て動いていくということになるときに、これ

がどこのだれだれさんから、あるいはどこの

どういう団体からどういう要望があって、そ

れが特別職の判断の中で職員に指示をして物

事として動いているのかということが公開に

ならない限り、これは住民の信頼というもの

は絶対得られません。 

 私も議員をしておりまして、数は少ないで

すけども、いろんな頼まれごとをします。頼

まれごとをする中で、これはちょっとという

ものも幾つかございます。市長も政治家とし

ての経歴が長うございますから、同じような

経験は幾つもお持ちかなというふうにお察し

いたします。これをきちっとしない限りは、

住民に対する不信感の払拭というのはなかな

かいかないだろうというふうに思いますし、

もう一つは、大変これは大きなことなんです

けども、行政は組織として動いておるわけで

す。動いていて特別職以下の者は現場でいろ

いろと物事を考えていると。ところが、突然

に天の声でこれをやれとおりてくるわけです

ね。これは本当に職員の士気をくじきますね。

そういう事例を私も、短いか長いか判断はあ

れですけども、議員生活の中で幾つか散見し

てまいりました。それがきちっと公開された

ものであればいいんですけども、わけのわか

らないところからの要望によって、首長の天

の声で物事が決まっていく。入札だけじゃな

くて、例えば道普請でもそうですし、それか

ら福祉でも教育でも同じことかなというふう

に思います。ですから、本当に市長が職員一

体となってということをおっしゃるのであれ

ば、そこのところをきちんとしないと、職員

一体には決してならないであろうという私の

考えを述べさせていただいて、再度この問題

につきまして、職員に対する働きかけ、そし

て特別職に対する働きかけについてのご所見

をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（上田順康君）助役。 

○助役（清原雅代君）ただ今３点について中

西議員のほうからご質問をいただきました。

市が受けた要望や提案等の働きかけにつきま

しては、記録に残して報告し、さらに情報を

共有することによりまして、組織として適切

な対応をしていく必要があるというのは、こ

れは十分認識いたしております。また、特に

不当な要求に対しましては、職員が１人で抱

え込むことがないように組織として対応して

いくということが必要であります。 

 ただ、現在いろんな要望、陳情、提案等、

文書でなされているものもありますし、行政

の中で、いわゆる税務、福祉、用地買収とか

そういったものについては、住民と接する中

で相談とか苦情とかさまざまな声を聞きなが

ら、対話をしながら物事を進めていくという

ものもございます。そういったものについて、

当然いろんな決裁とかの中で、経過とか取り

扱いについての報告とか、そういうものが上

がってきております。職員に対するそういっ

た働きかけについて、どのようなものを文書

化で残していくかという整理も必要になって

まいりますので、これにつきましては、１人
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で抱え込むことのないように、文書化で情報

を共有するということは、ある意味、職員を

守ることにもつながりますので、文書化につ

いては前向きに検討していきたいというよう

に考えております。 

 あと、特別職についての部分でございます

が、当然特別職としていろんなご要望とかご

意見とかを聞く機会がございます。そこのと

ころをすべて文書化するというのは非常に非

効率といいますか、当然のことでお聞きして

おくということも非常に多いということもご

ざいますので、どのようなものについてそれ

が必要かということは、今後、十分検討をし

ていきたいと思います。 

 あと、公開につきましては、先ほど議員も

地方公共団体でそういういろいろな取り組み

をされているということのご報告がありまし

たが、例えば１点、私の今持っております資

料の中に高知県があるんですけれども、高知

県のほうでも非常に細かい要領とかいろんな

取り扱いを決めまして実施をされているわけ

なんですけれども、記録された件数というも

のにつきましては、例えば2003年度でした

ら37件、2005年度は３件、これは議員による

ものになるんだと思うんですけども、2005年

度はゼロということで、橋本知事も抑止効果

だけがこの件数にあらわれているとは思えな

いと。改革への思いが薄れたり慣れで記録し

ない人が出てきたのではないかとか、あるい

は職員のアンケートでも記録すべきかどうか

判断に迷い、結局しなかったという意見も目

立ったということも言われております。全国

の地方公共団体の記録の件数状況を見まして

も、本当に100件台、何百件というところから

１けたのところまでさまざまであります。こ

れにつきましては、職員がまず記録をしっか

りと残していくという意識というか、そこの

ところが非常に私は大事かなと思います。そ

こで、それを同時に議員が言われるような公

開ということになりましたら、例えば議会の

議員からのいろんなそういうことに対しても、

関係団体というか議会とのいろんな調整も必

要になるでしょうし、関係団体とのそういう

ことをやっていくという話もしていかないと

いけないということもありますので、まずは

記録をしていく、文書化をしていくというと

ころに重点を置いて、どのような考え方で行

っていくか、今現在、現にそういったご要望

については、文書化されたものは決裁で回っ

てきておりますので、そういったものとのす

み分けとか、いろんな整理も必要でございま

すので、文書化していくという方向で検討し

てまいりたいと、このように考えております。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）説明いただきました件

に関しまして、私も重々承知してございます。

要するにこの制度をつくりましても、それの

運用が本当に実の入った内実の伴ったものに

なっていくかどうかというのは、これはまた

別問題でございまして、それは本当に人々の

意識、職員も特別職も議員も、あるいは市民

の方々も、全体として意識が変わってこない

ことには、これは内実の伴ったものにはなら

ないだろうというふうに私も思います。ただ、

それを内実の伴ったものにしていこうという

基本的な意欲とか姿勢とかいうものがなけれ

ば一歩も進まないというのも事実でございま

すので、そこのところをよくお考えいただき

たいなと。 

 私も不思議に思いますのは、なぜ文書化と

公開ができないのかなと、そんなに大変なこ

とじゃないんじゃないかなと。よその事例を

見ても、今おっしゃいましたように、通常日

常業務の住民あるいは団体からのお話につい

ては、日常業務として記録はしないというふ

うにしているところがほとんどですしね。特
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別な日常業務以外の要望について記録をいっ

ぱいしているということでやられているとこ

ろが多いと思います。 

 もう一つは、いろんなやりとりがあって全

部公開には耐えないよと、当然の話なんです

よね。ところが、幾つかの団体でこれが制度

化されて運用されていて、それがなぜ本市で

できないのかなということについては、大変

不思議に思うところであります。私も先日、

総務委員会で視察研修に行ってまいりました

けども、そのときに痛切に感じましたのは、

割に豊かな市でしたから、当然橋本市よりは

いろいろと充実していることが多かったです。

和歌山県もしかり、橋本市は今こういう状態

ですので、金がないのでできないというとこ

ろは理解できると思います。ところが、金が

なくてもできることもできないんです。この

制度もそうなんですよね。この制度をするの

にほとんどお金は要りません。あるいは次に

今回も質問される議員がおりますけども、バ

ランスシートであるとか行政コスト計算書で

あるとか行政評価制度であるとか、あるいは

人事評価制度であるとか、これもほとんどコ

ストがかかりません。コストがかからないに

もかかわらずできないんですね。ということ

は、貧乏人には知恵もないのかなというふう

に私は感じたわけですけども、今回も私の願

いはなかなかご理解を得られそうもないんで

すけども、いつの日か理事者各位と議員諸兄

のご理解を得て、私の願いでありますこの制

度が制度化されますことを願いたいと思いま

す。 

 基本的に、特別職の行為であっても公開を

していくという原則、姿勢についてはお持ち

なのかということと、それと特別職から天の

声として下におろされる行為、これはほかの

ところで、特別職は聞いたことを各部局にお

ろした段階で文書化をしていくという手続き

をとっておるんですけども、市長にお尋ねい

たしますけども、天の声として下におろされ

る、それが非公開の天の声であるというとき

に、職員の士気をくじく事例が幾つか散見し

てございます。今後ともそういうことがあり

得ないというふうにお考えなのかどうかお尋

ねいたしたいと思います。これは市長はたし

か人格高潔な方ですので、そういうことはな

かろうと思いますけども、市長もいついつま

でも市長をしておるわけじゃないんで、人が

変わればどうなるかわからないという事態を

何とかするべきじゃないですかということで

すね。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）大変高度なご質問でご

ざいますし、判断に苦しむところでございま

すけれども、まず総論的に言いまして、過日

からの不祥事等もございました。これは私と

いたしましても大変市民に申しわけなく思っ

ておるわけでございます。これにつきまして

は、管理者、特別職、職員一体となって襟を

正して二度とそういう不祥事が起こらないよ

うにしてまいりたいということを、まず最初

は申し上げたいのでありますが、そうした口

利き等々、例えば部長からの矢のごとくの要

望・陳情、これらは皆、世にあるわけです。

たくさんあります。例えば例にとりますと、

建設所管にいたしましても、高野口、橋本を

合わせて概算で10億円近い要望があるんです

よね。１億円以内しか予算が財政的につけら

れないという実態から踏まえて、なかなか判

断に苦しむところでございますし、私としま

しても急施を要するものから採択していくよ

うに内部で幅広く検討はしておるものの、な

かなか追いつかないというのが実情でござい

ますけれども、これらも可能な限り文書化し

た上で公開をしていって、そして最初は私は
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決断・決裁をしていくことになるわけでござ

いますけれども、より多くの皆さんの声も聞

いた上で進めていくということも非常に大事

ではないかなと。開かれた市政運営、これも

大事じゃないかなと思うわけでございますけ

れども。 

 先ほど、上からのことでございますけれど

も、おりてくるということにつきましては、

内部で十分そのことについて議論をしまして、

そして、それに向けて必要なものは議会にも

かけていかざるを得ない、予算にはすべて出

ておるわけでありますし、そういうことで多

くの意見も内部で聞いた上で、ひとつ今後と

も取り組んでまいりたいと思います。やはり

時代が時代ですから、可能な限り文書化ある

いは公開していくこと、これは非常に大事で

あるということを踏まえて、今後一層そのこ

とについての議論を内部で深めてまいりたい

と思いますので、ひとつご理解のほどをよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）もうあと５分ほどしか

ございませんので、手短にしつこいようです

が申し上げます。内部で議論を重ねていくと。

議論を重ねていくうちにもう３年たちました。

要するに、これはどこでも首長がやる気にな

ってぱっとやられているんです。首長がやる

気にならん限りは、はっきり言って絶対でき

ません。このことにつきましてもそうですし、

とにかく私から見て何がそんなに難しいこと

なのかなというふうに思います。予算はまず

ほとんど要りません。変えなければならない

のは意識だけです。基本的な物事の考え方を

変えなければできない。それが一番難しいん

でしょうけども、金がなくてもできることで

もできないわけですから、金が要ることはも

っとできないなと思いますので、そこのとこ

ろはよく、本当に進んでいる自治体ではどん

どん時代に即応した制度あるいは条例という

ものがつくられていっている中で、本市にお

きまして、大半の自治体が制度化してからそ

れについていくという今までの市政運営のあ

り方というのは、ぜひ考えていただきたいな

というふうに思います。 

 大変残念でございますけども、これで終わ

らせていただきます。 

○議長（上田順康君）これをもって、14番 中

西峰雄君の一般質問は終わりました。 
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